
（１）新規事業の立ち上げ支援
・ ＮＰＯ等が実施する地域における高齢者等への支援を目的とする取組み等、
先駆的・パイロット的事業の立ち上げ支援

・ 介護支援ボランティア等の新たな仕組みの導入支援
（２）連携体制の構築
・ 地域における要援護高齢者等に関する情報の整備(要援護者マップ)及び活用
・ 徘徊・見守りＳＯＳネットワークの構築（警察などの公的機関、交通関係機
関や生活に身近な事業者等が参加するネットワーク構築のための推進会議の設
置、幅広く市民を対象とした徘徊・見守り協力員の育成） 等

【主な対象経費】委員会経費、調査研究経費、事業の立ち上げに係る経費(賃金、備品費等) 等

・ 見守り活動チーム等の育成
・ 訪問介護員等の有資格者のうち、一定期間離職した者（潜在的ホームヘル
パー）に対する研修 等

【主な対象経費】委員会経費、研修開催経費（謝金、旅費、借上費等） 等

・ 世代間交流の場や高齢者の生きがい活動拠点の整備
・ 家族介護者の協議会設置等、家族介護者によるネットワークや家族介護者

支援の拠点の整備
・ 訪問介護と訪問看護、在宅支援診療所等が緊密な連携の下でのサービス提供

や情報共有のためのネットワークやシステムの整備 等

【主な対象経費】委員会経費、拠点整備のための改修に係る経費（改修費、備品費等）等

予算額 200億円（介護基盤緊急整備等臨時特例基金を積み増し）
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【 事業内容（例） 】

３ 人材育成

１ 地域の支え合い活動の立ち上げ支援

２ 地域活動の拠点整備
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自治体、住民組織、ＮＰＯ、福祉サービス事業者等との協働（新しい公共）により、 見守り活動チーム等の人材育
成、地域資源を活用したネットワークの整備、先進的・パイロット的事業の立ち上げ支援など、日常的な支え合い活動
の体制づくりの立ち上げに対するモデル的な助成を行う。

（別紙２）
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